
法、国基本計画変更により市ＰＣＢ処理計画に追記、変更が必要な事項について  

PCB 特別措置法  PCB 特別措置法施行規則  
国 PCB 廃棄物処理基本計画に
おいて、市が処理計画に定める
ものとされた事項  
（網掛け部分が追加）  

当市処理計画に規
定が必要な事項（網
掛け部分は、追記が
必要な事項）  

第７条（略）  
２  ポリ塩化ビフェニル廃
棄物処理計画には、環境
省令で定める基準に従
い、当該都道府県等の区
域内におけるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の確実か
つ適正な処理に関し、次
に掲げる事項を定めるも
のとする。  

 

 
 
 
第８条  法第７条第２項の環境省令で定
める基準は、次のとおりとする。  
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２  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
確実かつ適正な処理に関する事項
には、次の事項を定めること。  

１  ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の発生量、保管量及び処分量の
見込みは、ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の種類ごとに定めるこ
と。  

 

イ  ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の確実かつ適正な処理を計画
的に推進するために必要な監
視、指導その他の措置に関す
る事項  

・PCB 廃棄物の発
生量、保管量及び
処分量の廃棄物
の種類ごとの見
込み  

 
・高濃度 PCB 廃棄物
の 拠 点 的 広 域 処
理 施 設 へ の 計 画
的な搬入の方針  

 
・高濃度 PCB 使用製
品 の 確 実 な 廃 棄
の方針  

 
・保管事業者及び所
有 事 業 者 に 対 す
る指導の方針  

ロ  ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の処理の体制に関する事項  

（１）ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の発生
量、保管量及び処
分量の見込み  

（２）ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の確実
かつ適正な処理に
関する事項  

 

・高濃度 PCB 廃棄物の拠点
的広域処理施設への計画
的な搬入の方針  

・高濃度 PCB 使用製品の確
実な廃棄の方針  

・保管事業者及び所有事業者
に対する指導の方針  

（以上について処理計画に
定めるものとし、都道府県市
は当該方針に基づき、保管事
業者及び収集運搬業者に対
する指導等を行うことに努
めるものとする。）  

資料３－１  


